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「上下水道料金の消費税率改正のお知らせリーフレット」 
編集及び印刷業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

「上下水道料金の消費税率改正のお知らせリーフレット」編集及び印刷業務委託 

 

２ 業務の目的 

  ２０１９（令和元）年１２月１日以降の検針分から，上下水道料金の消費税率が改正される

ことに伴い，市内で水道・下水道を使用いただいているお客さまに対し，当該情報を広く周知

するためのリーフレットを編集し，印刷すること。 

 

３ 業務の内容 

  本件業務においては，「上下水道料金の消費税率改正のお知らせリーフレット」の編集及び印

刷を行うものとし，以下の作業を行うこと。 

 ⑴ 編集に関すること 

  ア 表紙及び本文の企画・編集（掲載内容は，本市から提供する。なお，企画・編集には取

材は含まない。） 

  イ 文字，イラスト，図表，写真等の割付 

  ウ 掲載に必要なイラスト，図表の作製，写真の撮影 

エ 本市の指示に基づく記事の作製 

オ 原稿校正の実施 

カ 版下データの作製（デジタル入稿に対応したもの） 

⑵ 印刷に関すること 

ア リーフレットの仕様 

Ａ４判，両面４色刷 

  イ 紙質 

    マットコート紙７０ｋｇ又は同等品 以上 

ウ 加工 

三つ折り加工 

エ 校正 

２回（原稿校正１回及び色校正１回） 

オ 印刷部数 

５５０，０００枚 

カ 納品場所 

別紙１参照 

キ その他 

１００枚ごとに一束にして納品すること。 

⑶ その他，本件業務の遂行に関連し必要な作業に関すること。 
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４ 納品期限 

２０１９（令和元）年７月２９日（月） 

 ※納品場所及び納品数量の明細については，別紙１を参照 

 

５ 成果物 

  成果物として，リーフレット（５５０，０００枚）及び以下の各号に掲げるものを収録した

ＣＤを納品に合わせて２部納めること。 

⑴ 版下データ 

⑵ 版下データをＰＤＦ形式（表面と裏面を１ファイルにまとめたもの）に変換したもの。 

⑶ 点字読み取りソフトで読み取り可能なデータ 

※テキスト形式かWord形式で提出すること。 

 

６ 編集に当たっての留意事項 

  受託者は，次の各号に掲げる点に留意し，編集作業を遂行すること。 

 ⑴ 見出しや表題，文字の大きさなどを工夫し読みやすいものにすること。 

 ⑵ イラスト，写真，図表などを効果的に使用し，親しみやすくわかりやすい構成にすること。 

⑶ ユニバーサルデザイン（見分けやすい配色の使用，読みやすさに配慮したフォントの採用

など）に配慮したものであること。 

⑷ 汎用性の高いソフトウェアを用いて編集すること。特にデータ入稿用ファイルは，印刷業

者において，一般的に利用されているファイル形式であること。 

 

７ 著作権等の扱い 

⑴ 本件業務において受託者が作製した著作物の著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権

利を含む。）は，全てこれを本市に譲渡するものとする。また，受託者は，本件著作物に係る

著作者人格権を行使しないものとする。 

⑵ 本件業務において知的財産基本法第２条に規定する知的財産権に関連し，第三者の権利の

保護の対象となっている著作物等を利用して本件業務の用に供しようとする場合は，受託者

の負担により，適正に権利関係の確認と処理を行うこと。また，万一，第三者からの権利の

主張，損害賠償の請求等があった場合は，受託者の責任と負担により対処するものとし，受

託業務の遂行及び成果物の使用に際し支障を及ぼすことがないようにすること。 

 なお，第三者の著作物等を使用する場合にあっては，本件著作物の全部又は一部を本市が

作製する他の印刷物や本市のＷｅｂサイト等に掲載する場合がある点に留意すること。 
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８ 遵守事項等 

受託者は，次の各号に掲げる事項を遵守，留意すること。 

⑴ 受託者は，円滑に業務を進め，納品期限内に納品できるよう十分な体制で臨むこと。 

⑵ 本件業務の実施に当たっては，本市と十分に協議すること。 

⑶ 各業務における詳細や，本仕様書に記載のない事項，また仕様書に疑義が生じた場合は，

原則として本市の指示に従うものとする。 

 

９ 参考情報 

本件で編集するリーフレットは，以下のとおりお客さまに配布する予定である。 

⑴ 配布期間（予定） 

２０１９（令和元）年８月～９月 

⑵ 配布方法 

  水道メーター検針時に検針員が「水道使用水量のお知らせ」票（使用水量や請求予定額等

を記した帳票）と一緒に投函する。 

  なお，本市の水道メーター検針は，原則として２箇月に１度行っており，お客さまがお住

まいの地区により，偶数月又は奇数月のどちらかが検針月となる。 
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（別紙１）納品場所，納品数量の明細 

納品場所 所在地 電話番号 

納品数量

（枚） 

株式会社エコシティサービス 

京都東部営業所 
山科区椥辻西浦町 1-11  京都市上下水道局 東部営業所内 3階 

075-592-9900 85,500 

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

北部事務所 
左京区高野竹屋町 4-1 京都市上下水道局 北部営業所内 

075-703-2280  161,700 

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

西部事務所 
右京区太秦安井一町田町 14 太秦庁舎内 3階 

075-811-5942  118,200 

株式会社エコシティサービス 

京都南部営業所 
伏見区鷹匠町 33 京都市上下水道局 南部営業所内 3階 

075-601-1527 135,100 

上下水道局経営戦略室 南区東九条東山王町 12 京都市上下水道局 本館 2階 075-672-3114 49,500 

 


